
国立国会図書館関西館文献提供課　鳥澤孝之

国立国会図書館（ＮＤＬ）は、電子図書館事業

の一環として「国立国会図書館デジタルコレクション」

(http://dl.ndl.go.jp／）を提供している。これ

は、 NDLがデジタル化した資料等の検索、閲覧

などができるサービスである（収集したウェブサ

イト、 CD/DV D等のパ ッケージソフトは除く）。

本稿では、「国立国会図書館デジタルコレクシ

ョン」の内容、自治体業務での活用方法、各自治

体の公立図書館等を通じて提供している 「図書館

向けデジタル化資料送信サービス」の利用方法及

び参加方法を紹介する。

国立国会図書館デジタルコレクションの利用方法
国立国会図書館デジタルコレクションでは、 N

D L等の所蔵資料をデジタル化した画像として閲

覧できる。資料は、それぞれの利用条件に従い、

以下 3つの公開範囲で提供している。いずれも無

料で見ることができる。

①インターネット公開（約50.5万点）：著作権な

ど権利状況に問題がないことが確認できたもの。

②図書館送信資料（約148.5万点）：インターネッ

ト公開していない資料のうち、絶版等で市場で

の入手が困難な資料。「図書館向けデジタル化

資料送信サービス」（図書館送信） に参加して

いる図書館で利用 （閲覧・複写） 可能。

③N D L内限定（約62万点）：上記に当てはまら

ない資料。ND L （東京本館・関西館・国際子

ども図書館）の施設内でのみ利用（閲覧・複

写）可能。

．国立国会図書館デジタルコレクションの特徴
デジタルコレクションの特徴は以下のとおり 。

( 1 ）様々なデジタル化資料を収録…ND Lが所蔵す

る図書、雑誌、博士論文、 官報などをデジタル

化した約262万点の資料を収録している。

(2）目次を検索できる…デジタル化した資料の目次

情報をインターネットから検索できる。

( 3）雑誌は主に2000年まで、収録…戦後の雑誌のバ ッ

クナンバーは、カラーで見ることができる。雑

誌に収録されている記事のタイトルなどからも

検索できる。

( 4）コレクションの一部は職場、自宅等からでも閲

覧できる…インターネ ット公開されているデジ

タル化資料約50.5万点は、職場、自宅などでも

見ることができる。著作権法上可能な範囲でプ

リントアウトすることもできる。

( 5）電子書籍・電子雑誌も収録…インターネ ットに

掲載された白書、年鑑、報告書、広報誌、雑誌

論文など、約40万点の電子書籍・ 電子雑誌を収

録している。この中には、各自治体の統計書、

公報などが豊富に含まれている。

．自治体業務への活用例

図書館では、資料・情報を求める利用者に対し

て文献の紹介、提供などの援助を行うレファレン

ス・サービスを行っている。全国の図書館のレフ

ァレンス事例を蓄積した、 ND L 「レファレンス

協同データベース」（

https://crd.ndl.go.jp/reference/

）で検索すると、国立国会図書館デジタルコレクションを活用して資料を紹介した事例が

が多数ある。表のとおり、人物の経歴・業績の調査

、地方議会情報、法令関係資料、統計情報など

で活用されている。レファレンス・サービスで図

書館職員のサポートを受けながら、国立国会図書

館デジタルコレクションの資料を検索すれば、求

める資料が見つかる可能性は、ぐっと高まる。

また、 国立国会図書館デジタルコレクションの
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仕事に効く！

ツール活用術

「地域の歴史に関する資料（都道府県ごと）」 表

(http://dl.ndl.go.jp/ja/local_history.html）のペ

ージを利用すれば、郷土資料などを、都道府県ご

とに 1クリックで検索できる。

より多くのデジタル化資料を地域で活用するために
国立国会図書館デジタルコレクションの図書館

送信資料を利用するには、 「図書館向けデジタル

化資料送信サービス」参加館に来館し、登録利用

者になる必要がある。このサービスは、 2012年の

著作権法改正で認められたもので、 ND Lは公立

図書館、大学図書館等にのみ提供できる。2017年

2月15日現在、全国各地から782館が参加し、都

道府県立図書館は全館が参加館である。2016年中

の利用件数は、全体で閲覧17万1692件、複写8万

4554件で、年々増加している。図書館がこのサー

ビスに参加すれば、約200万点（国立国会図書館

デジタルコレクションのインターネット公開資料

と図書館送信資料）のデジタル化資料を利用でき

る。これは、日本の公立図書館で蔵書資料数が一

番多いと言われる大阪府立中央図書館の蔵書点数

に匹敵する。どこの図書館で利用できるかは、イ

ンターネットで 「図書館向けデジタル化資料送信

サービス参加館一覧」（ http://dl.ndl.go.jp/ja/s

oshin_librarylist.html）にアクセスすれば確認

できる。参加館は、「閲覧のみ可」「閲覧・複写

可」のどちらかのサービスを提供している。

各自治体の公立図書館が参加館になるには、 N

D Lに利用登録の申請手続をする必要がある。通

常は1～2か月あれば手続が完了する。手続の確認

内容は、希望する利用が「閲覧のみ」か「閲覧・複写」

であるかによって異なる。ND Lは 「デ

ジタル化資料送信サービスお問合せ窓口」（記事

末尾参照）を設けて、全国各地からの申請手続、

参加後のサポート、その他サービスに関するご質

聞を一括して受け付けている。

ぜひ活用方法のマスターを！
ND Lは、図書館資料へのアクセスのしやすさ

を追求するなどの「ユニバーサル・アクセス」を

目指している。従来はND Lに来館しなければ読

むことができなかった資料が、 「図書館向けデジ

タル化資料送信サービス」により全国各地でスム（

注）表内の資料は全て「図書館向けデジタル化資料送信サー
ビス」の参加館で閲覧できます。＊印の資料は、インタ
ーネ ットでも関覧できます。

ーズに利用することができるため、参加館の利用

者にとっても利便性が大きく向上する。

さらに、「インターネット資料収集保存事業」

( W A R P (http://warp.da.ndl.go.jp/

）では、国の機関や地方公共団体等のウェブサイトも収集

している。ウェブ上の情報は頻繁に更新・削除さ

れているため、過去の情報を探し出すときなどに

有用である。

全国各地の自治体職員が国立国会図書館デジタ

ルコレクションの活用方法をマスターすれば、自

治体業務の最強ツールになるだろう 。

【お問合せ先】

国立国会図書館デジタル化資料送信サービスお問合せ窓口

TEL : 0774・98・1330 E-mail : digi-soshin@ndl.go.jp 
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